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第４次熊本市環境総合計画の策定について（諮問） 

 

 熊本市環境審議会規則第２条第１項第１号の規定に基づき、次のことについ

て貴審議会の意見を求めます。 

 

 

１ 諮問事項 

第４次熊本市環境総合計画の策定にあたっての基本的考え方について 

 

 

２ 諮問理由 

  本市は、良好な環境の維持及び形成を図るため、昭和６３年(1988年)１０

月に制定した環境基本条例に基づき、平成５年(1993年)３月に熊本市環境総

合計画（第１次）を策定した後、平成１３年(2001年)３月に第２次、平成 

２３年(2011年)３月に第３次と計画を更新し現在に至っています。 

  現在、熊本市環境基本条例の改正の基本的考え方について諮問していると

ころですが、新たな環境基本条例の考え方を踏まえ、第４次となる環境総合

計画を策定する必要があります。 

  そこで、本市が地域の環境課題及び地球環境問題に適切に対応するととも

に、市民生活における良好な環境を維持、形成し、将来世代に引き継いでい

くための新たな計画はいかにあるべきかといった、第４次熊本市環境総合計

画の策定にあたっての基本的考え方をここに諮問します。 


